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臨時休業の延長について 

 

 

  標記の件につきまして、下記のようにお願いいたします。  

 

記 

 

１ 臨時休業日の期間 

  ・５月７日（木）から５月２９日（金）まで 

 

２ 学校での児童の預かり 

  ・対象児童は、１年生から３年生まで 

  ・預かり時間は、８：３０～１６：００ 

  ・平日の日中に保護者が働いており、学童クラブや児童館に預けることができず、 

かつ、自宅で一人で過ごすことのできない児童 

（保護者が別紙で申し込みをする） 

 

３ 小学校の校庭利用 

  ・３月の時と同様、１３：００から１６：００までの２時間程度 

  ・在校児童のみ 

 

４ 臨時休業中の行事等の変更 

・５月に予定されておりました各種検診は、延期です。 

・５月１１日１３日に予定されておりました交通安全教室は、延期です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


